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後
期
高
齢
者
の
２
割
負
担
は

負
担
構
造
改
革
の「
は
じ
め
の
一
歩
」だ

今
回
の
法
改
正
の
意
味
す
る
も
の

　

一
定
所
得
以
上
の
後
期
高
齢
者
の
窓
口
２
割
負

担
を
含
む
健
康
保
険
法
等
の
改
正
案
が
、
本
年
６

月
、
国
会
で
可
決
・
成
立
し
た
。

　

こ
の
法
案
に
対
す
る
国
会
審
議
の
中
で
菅
内
閣

総
理
大
臣
は
、
後
期
高
齢
者
の
窓
口
２
割
負
担
に

関
し
て
「
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
に
移
り
始
め

る
中
、
高
齢
者
も
支
え
る
側
と
し
て
能
力
に
応
じ

負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
は
待
っ
た
な
し
」
と
述
べ

て
い
る
。

　

団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
に
な
り
始
め
、
後

期
高
齢
者
支
援
金
が
急
増
す
る
「
２
０
２
２
年
危

機
」
が
迫
り
、
さ
ら
に
コ
ロ
ナ
禍
が
追
い
打
ち
を

か
け
る
中
、
確
か
に
「
待
っ
た
な
し
」
の
状
況
で

あ
る
。

　

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
期
高
齢
者
の

自
己
負
担
割
合
の
拡
大
は
、
高
齢
者
医
療
費
の
負

担
構
造
改
革
の
重
要
な
項
目
と
し
て
私
た
ち
が
長

年
訴
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
こ

の
度
の
改
正
は
大
き
な
前
進
で
あ
り
、
意
義
は
大

き
い
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
直
面
す
る
危
機
に
対
し
て
、
こ
の
改

正
内
容
は
、
現
役
世
代
に
と
っ
て
余
り
に
も
不
十

分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
厚
生
労
働
大
臣
は
国

会
審
議
の
質
問
に
答
え
て
「
現
役
世
代
の
負
担
軽

減
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改
正
法
案
に
よ
り
（
令

和
）
４
年
度
で
後
期
高
齢
者
支
援
金
を
総
額
７
２

０
億
円
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
現
役

世
代
一
人
当
た
り
年
間
７
０
０
円
、
月
額
約
60
円

の
負
担
軽
減
と
な
る
。
こ
れ
を
事
業
主
負
担
分
を

除
い
た
本
人
負
担
分
に
換
算
す
る
と
月
額
約
30
円

と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
全
総
協
傘
下
の
２
４
２
組
合
に
お

け
る
令
和
３
年
度
予
算
概
要
で
み
る
と
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
は
一
人
当
た
り
年
額
約
11
万
円
で
あ

る
。
軽
減
額
の
「
年
間
７
０
０
円
」
は
１
％
に
も

満
た
な
い
規
模
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
改
正
は
、
施
行
日
が
令
和
４
年
度

後
半
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
医
療
給
付
費
の
減

少
額
の
推
計
（
１
８
８
０
億
円
）
に
お
い
て
そ
の

約
半
分
（
９
０
０
億
円
）
が
「
長
瀬
効
果
」（
自
己

負
担
率
の
引
上
げ
が
受
診
抑
制
に
働
く
）
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
推
計
精
度
が
不
明

で
あ
る
こ
と
や
効
果
も
時
間
の
経
過
と
と
も
に
減

少
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
実
際
の
軽
減
効
果
は

更
に
縮
小
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
改
正
後
の
医
療
費
の
動
向

を
注
視
し
、
こ
の
改
正
の
効
果
が
ど
の
程
度
で
あ

っ
た
か
等
を
し
っ
か
り
と
検
証
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
併
せ
て
、
更
な
る
後
期
高
齢
者
の
窓
口
負

担
見
直
し
対
象
の
拡
大
に
向
け
て
取
組
み
を
続
け

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

世
代
間
の
対
立
か
ら
全
世
代
の
納
得
へ

　

菅
首
相
の
昨
年
の
所
信
表
明
演
説
等
に
お
い
て

は
「
目
指
す
社
会
像
は
、
自
助
・
共
助
・
公
助
そ

し
て
絆
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
に
当
て
は
め
て

み
る
と
「
自
助
」
は
窓
口
負
担
（
現
状
ほ
ぼ
１
割
）、

そ
れ
を
除
い
た
医
療
費
の
う
ち
「
共
助
」
は
保
険

料
負
担
（
約
１
割
）、
公
助
は
公
費
負
担
（
５
割

弱
）、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
だ
け
で
は
医
療
給

付
を
賄
え
な
い
の
で
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
４
割

強
）
が
あ
る
。
こ
の
４
割
以
上
を
占
め
る
後
期
高

齢
者
支
援
金
と
は
何
な
の
か
。
現
役
世
代
が
負
担

し
て
い
る
健
康
保
険
料
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
一
見
「
共
助
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
現
役
世

代
は
負
担
の
み
で
給
付
は
な
い
。

　

一
つ
の
枠
内
で
お
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
こ

と
を
共
助
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
枠
を
国
全

体
に
拡
大
す
れ
ば
支
援
金
も
「
共
助
」
と
言
え
な

く
は
な
い
。
そ
れ
で
も
現
役
世
代
は
負
担
す
る
だ

け
で
、
拠
出
し
た
支
援
金
が
ど
う
使
わ
れ
て
い
る

か
チ
ェ
ッ
ク
も
で
き
な
い
。
共
助
と
い
う
に
は
や

は
り
無
理
が
あ
り
、
支
援
金
を
共
助
の
枠
内
に
無

理
に
入
れ
よ
う
と
す
る
と
世
代
間
の
対
立
が
生
ま

れ
る
。

　

今
後
、
高
齢
者
の
増
加
と
現
役
世
代
の
減
少
が

ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
社

会
に
お
い
て
、
世
代
間
の
対
立
で
は
な
く
、
自
己

負
担
の
み
な
ら
ず
保
険
料
・
税
も
含
め
、
全
世
代

で
納
得
し
て
負
担
し
、
助
け
合
え
る
高
齢
者
医
療

費
負
担
の
あ
り
方
（
負
担
構
造
改
革
）
を
追
求
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
全
世
代
間

の
「
絆
」
と
い
う
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
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Ⅰ 　

重
点
要
望
事
項
・

新
規
要
望
事
項

１
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

に
伴
う
企
業
業
績
の
悪
化
に
よ
り
、
標

準
報
酬
月
額
・
賞
与
額
の
減
少
、
保
険

料
の
納
付
猶
予
な
ど
か
ら
保
険
料
収
入

は
大
幅
に
減
収
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

令
和
２
年
度
全
総
協
決
算
（
見
込
）

に
お
い
て
は
、
保
険
給
付
費
が
大
幅
に

減
少
し
た
た
め
、
結
果
と
し
て
保
険
料

収
入
の
減
収
分
や
納
付
金
の
増
額
分
を

賄
う
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
保
険
給

付
費
の
大
幅
な
減
少
は
続
か
ず
元
に
戻

り
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
健
保

組
合
経
営
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
る
と

想
定
さ
れ
ま
す
。

　
　

健
全
な
医
療
保
険
制
度
を
維
持
す
る

た
め
に
も
、
健
保
組
合
の
急
激
な
財
政

悪
化
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
本
年

度
中
に
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
健
保
組
合
へ
の
財
政
支
援
措
置

を
早
急
に
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

２
．
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
加
算
・
減
算

制
度
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

　
（
住
民
税
非
課
税
者
1
割
負
担
）
と
す

る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

②　

納
付
金
等
が
過
大
な
負
担
と
な
ら
な

い
よ
う
、
引
き
続
き
高
齢
者
支
援
金
等

負
担
助
成
事
業
を
継
続
し
、
交
付
基
準

の
緩
和
及
び
国
庫
補
助
金
の
増
額
に
向

け
、
新
た
な
規
定
等
を
設
け
る
な
ど
制

度
化
を
図
る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

③　

前
期
高
齢
者
納
付
金
の
算
定
に
当
た

っ
て
、
被
保
険
者
１
人
当
た
り
前
期
高

齢
者
給
付
費
の
上
限
の
ほ
か
に
、
前
期

高
齢
者
個
人
の
診
療
報
酬
明
細
書
１
件

当
た
り
の
上
限
額
を
設
定
す
る
こ
と
。

　
　

な
お
、
上
限
を
超
え
る
分
に
つ
い
て

は
、
公
費
負
担
と
す
る
こ
と
。〈
修
正
〉

④　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
現
役
並
み

の
所
得
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
医
療
給

付
へ
の
公
費
投
入
を
行
う
こ
と
。
あ
る

い
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
負
担
割

合
を
軽
減
（
43
％
↓
40
％
）
す
る
た
め
、

後
期
高
齢
者
の
現
役
並
み
所
得
者
に
係

る
保
険
料
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

 

〈
修
正
〉

⑤　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、

そ
の
支
援
金
を
前
期
高
齢
者
納
付
金
等

に
よ
り
財
政
調
整
対
象
と
す
る
こ
と
は

制
度
の
趣
旨
に
反
し
て
お
り
、
速
や
か

に
廃
止
す
る
な
ど
、
前
期
高
齢
者
の
費

用
負
担
構
造
の
見
直
し
を
早
急
に
実
施

す
る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

⑥　

前
期
高
齢
者
給
付
費
に
前
期
高
齢
者

ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
、
特
定
健
診
・

特
定
保
健
指
導
等
が
適
切
に
実
施
で
き

な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

令
和
４
年
度
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
緩

和
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

３
．
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
公
費
拡
充
の

た
め
の
安
定
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
高
齢
者
医
療
の
負
担
構
造
の
見
直

し
、
国
民
所
得
の
伸
び
を
上
回
っ
て
増

え
続
け
る
国
民
医
療
費
の
抑
制
策
等
も

含
め
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
確

立
の
た
め
の
更
な
る
見
直
し
を
早
急
に

行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

４
．
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
改
善
す
る
よ
う
検
討
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
継
続
・
修
正
）

①　

増
え
続
け
る
膨
大
な
医
療
費
の
軽
減

と
世
代
間
の
公
平
な
負
担
を
図
る
た
め
、

前
期
高
齢
者
、
後
期
高
齢
者
の
自
己
負

担
割
合
を
以
下
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

　

 

前
期
高
齢
者
…
全
体
を
３
割
負
担
（
住

民
税
非
課
税
者
２
割
負
担
）
と
す
る
こ

と
。

　

 

後
期
高
齢
者
…
２
割
負
担
対
象
者
を
拡

大
し
、
将
来
的
に
は
全
体
を
３
割
負
担

令
和
４
年
度　

健
康
保
険
組
合
予
算
編
成
に

関
す
る
要
望
事
項 

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会

　全国総合健康保険組合協議会は６月２９日、「令和４年度健康保険組合予算編成に関する要

望事項」を厚生労働省保険局保険課に提出した。今秋にも、同省保険課と意見交換会の中で回

答を受ける予定としている。要望事項の全文は以下のとおり。

厚生労働省へ要望事項を提出
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の
保
険
料
を
先
充
て
し
、
被
用
者
保
険

の
前
期
高
齢
者
納
付
金
か
ら
先
充
て
相

当
額
を
減
額
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
国
保
会
計
内
で
の
前
期
高
齢

者
交
付
金
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
開
示

す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
財
源
構
造
の
中

で
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
み
別
建
て
と

し
て
管
理
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

の
こ
と
で
す
が
、
別
建
て
管
理
す
る
方

法
を
検
討
す
る
こ
と
。 
〈
修
正
〉

５
．
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
附
帯
決
議
に
あ
る
よ
う
に
、
法

律
改
正
に
併
せ
て
被
扶
養
者
認
定
基
準

全
般
に
つ
い
て
明
確
化
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

　
　

ま
た
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
も
見
直

し
て
い
た
だ
き
た
い
。 （
継
続
・
修
正
）

①　

適
用
拡
大
の
対
象
と
な
ら
な
い
被
扶

養
者
の
方
が
、
適
用
拡
大
の
対
象
と
な

る
被
保
険
者
よ
り
収
入
が
多
く
な
る
こ

と
が
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、「
年
間
１

３
０
万
円
」
を
「
年
収
１
０
６
万
円
」

に
引
き
下
げ
る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

②　

収
入
が
あ
る
者
の
被
扶
養
者
認
定
基

準
（
60
歳
以
上
及
び
障
害
厚
生
年
金
該

当
程
度
の
障
害
者
は
１
８
０
万
円
未

満
）
に
つ
い
て
、
年
齢
に
よ
る
画
一
的

な
捉
え
方
を
見
直
し
、
60
歳
の
年
齢
基

準
を
撤
廃
す
る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

③　

収
入
が
あ
る
者
の
被
扶
養
者
認
定
に

お
け
る
「
自
営
業
者
」
の
収
入
に
つ
い

て
、
自
営
業
者
以
外
の
被
扶
養
者
と
同

様
に
、
総
収
入
を
も
っ
て
判
断
で
き
る

よ
う
、
関
連
通
知
を
廃
止
し
て
い
た
だ

く
か
、
具
体
的
な
取
扱
い
基
準
を
示
す

こ
と
。 

〈
修
正
〉

６
．
同
一
期
間
中
の
傷
病
手
当
金
と
育

児
・
介
護
休
業
給
付
金
の
給
付
調
整
に

つ
い
て
、
昨
年
の
回
答
で
は
、「
給
付
の

目
的
が
異
な
り
、
併
給
調
整
を
行
う
こ

と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」

と
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
33
年
７
月
８
日

付
保
険
課
長
通
知
で
は
、「
傷
病
手
当

金
及
び
労
災
保
険
法
に
規
定
す
る
休
業

補
償
費
は
、
当
該
労
働
者
の
生
活
保
障

を
図
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
点
で
は
、

そ
の
法
的
機
能
を
全
く
同
じ
く
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
、
傷
病
手
当
金
は
支
給

さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で

あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
同
一
期
間
中

の
傷
病
手
当
金
と
雇
用
保
険
の
育
児
・

介
護
休
業
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
ど
ち

ら
も
休
業
中
の
所
得
補
償
が
目
的
で
あ

り
重
複
し
て
所
得
補
償
す
る
必
要
は
な

い
の
で
、
給
付
調
整
を
行
う
よ
う
法
改

正
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

７
．
傷
病
手
当
金
と
障
害
年
金
の
給
付
調

整
に
つ
い
て
、
一
昨
年
の
回
答
で
は
、

「
同
一
の
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
給
付

の
併
給
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
同
一
の
保
険
事
故
に
基

づ
く
社
会
保
障
給
付
の
重
複
の
排
除
の

観
点
か
ら
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

別
の
疾
病
の
場
合
に
も
併
給
調
整
を
行

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が

必
要
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
昭
和

33
年
７
月
８
日
付
保
険
課
長
通
知
で
は
、

「
傷
病
手
当
金
及
び
労
災
保
険
法
に
規

定
す
る
休
業
補
償
費
は
、
当
該
労
働
者

の
生
活
保
障
を
図
る
た
め
に
支
給
さ
れ

る
点
で
は
、
そ
の
法
的
機
能
を
全
く
同

じ
く
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
傷
病
手

当
金
は
支
給
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

傷
病
手
当
金
と
障
害
年
金
に
つ
い
て
は
、

ど
ち
ら
も
所
得
補
償
が
目
的
で
あ
り
重

複
し
て
所
得
補
償
す
る
必
要
は
な
い
の

で
、
障
害
年
金
の
疾
病
に
関
わ
ら
ず
、

給
付
調
整
を
行
う
よ
う
法
改
正
し
て
い

た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
・
修
正
）

８
．
診
療
報
酬
体
系
に
つ
い
て
は
、
包
括

化
・
定
額
化
の
拡
大
を
図
り
、
適
正
な

診
療
報
酬
の
配
分
見
直
し
や
薬
価
、
保

険
医
療
材
料
の
引
下
げ
等
医
療
の
効
率

化
を
図
り
、
国
民
医
療
費
の
伸
び
の
抑

制
措
置
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

９
．
退
職
後
の
傷
病
手
当
金
と
老
齢
年
金

に
つ
い
て
、
傷
病
手
当
金
受
給
期
間
終

了
後
に
繰
り
下
げ
た
老
齢
年
金
を
受
け

取
っ
た
場
合
は
調
整
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

傷
病
手
当
金
受
給
期
間
中
に
繰
り
下
げ

た
老
齢
年
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
は
調

整
さ
れ
る
こ
と
は
、
不
公
平
で
あ
る
の

で
、
法
整
備
を
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
新
規
）

10
． 

被
保
険
者
が
70
歳
以
上
の
場
合
の
70

歳
以
上
の
被
扶
養
者
の
自
己
負
担
割
合

は
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
に
基
づ
く
負

担
割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
被
保
険

者
が
70
歳
未
満
の
場
合
の
70
歳
以
上
の

被
扶
養
者
の
自
己
負
担
割
合
は
原
則
２

割
と
な
っ
て
い
ま
す
。
家
族
療
養
費
は

被
保
険
者
に
対
し
て
給
付
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
の
で
、
被
保
険
者
が
70
歳
以
上

の
場
合
と
同
様
に
被
保
険
者
の
標
準
報

酬
に
基
づ
く
負
担
割
合
と
し
て
い
た
だ

き
た
い
。 

（
新
規
）

11
．
保
険
医
療
機
関
等
の
指
導
に
伴
う
地

方
厚
生
（
支
）
局
の
返
還
金
通
知
に
つ

い
て
、
現
物
高
額
療
養
費
が
含
ま
れ
て

い
な
い
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
医
療
指
導
監
査
業
務
等
実
務

要
領
（
監
査
編
）
に
基
づ
き
記
載
す
る

よ
う
、
厚
生
局
及
び
医
療
機
関
に
対
し

て
徹
底
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ま
た
、
実
務
要
領
に
注
意
事
項
と
し

て
、
そ
の
旨
の
記
載
を
し
て
い
た
だ
き

た
い
。 

（
新
規
）

12
．
予
算
編
成
に
お
い
て
準
備
金
限
度
内

部
分
を
満
た
さ
な
い
場
合
、『
準
備
金

限
度
内
部
分
に
か
か
る
積
立
計
画
』
を

策
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
令
和
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２
年
度
よ
り
保
険
料
猶
予
措
置
を
実
施

し
て
い
る
場
合
や
、
特
例
月
変
等
で
保

険
料
収
入
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
場

合
な
ど
財
政
運
営
が
厳
し
い
健
保
組
合

に
は
、
現
行
の
２
年
間
で
の
積
立
計
画

で
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
収
入
増
を
見
込
め
な
い
状
況
下
で
、

保
険
料
率
引
上
げ
を
前
提
と
し
た
計
画

で
は
健
保
組
合
解
散
の
議
論
に
直
結
し

ま
す
。

　
　

こ
の
こ
と
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
よ
る
財
政
悪
化
に
係
る

支
援
措
置
の
一
環
と
し
て
、
中
長
期
的

な
計
画
期
間
と
す
る
な
ど
の
柔
軟
な
措

置
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
新
規
）

13
．
介
護
保
険
で
は
第
二
号
被
保
険
者
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
、「
介
護
保

険
適
用
除
外
該
当
届
」
を
被
保
険
者
が

事
業
主
経
由
で
健
保
組
合
に
提
出
す
る

こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
届
出

が
遅
れ
た
場
合
に
保
険
料
を
還
付
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
現
行
で
は
、
昭
和

36
年
の
通
知
で
時
効
の
起
算
日
は
『
更

正
減
額
し
、
又
は
取
り
消
し
た
こ
と
に

よ
り
生
じ
た
過
誤
納
金
は
民
法
第
１
４

０
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
処
分
を
し
た

日
の
翌
日
』
と
な
り
、
い
つ
ま
で
の
保

険
料
を
還
付
す
る
か
と
い
う
期
間
（
遡

及
す
る
期
間
）
を
制
限
す
る
規
定
が
な

い
た
め
、
高
額
な
還
付
が
発
生
し
、
当

年
度
で
還
付
で
き
な
い
事
態
も
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
料
（
一
般
及
び

介
護
）
の
還
付
の
時
効
に
つ
い
て
、
通

知
の
見
直
し
等
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
新
規
）

14
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係

る
診
療
報
酬
上
の
特
例
的
な
対
応
の
う

ち
、
医
療
機
関
の
減
収
補
填
対
策
は
、

表
向
き
は
感
染
症
に
対
す
る
医
療
技
術

等
を
評
価
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
本
来
、
保
険
料
財
源
及
び
一
部
負

担
金
で
賄
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
た
め
、

早
期
に
中
止
し
、
国
庫
負
担
に
よ
り
対

応
す
る
制
度
を
緊
急
整
備
し
て
い
た
だ

き
た
い
。 

（
新
規
）

15
．
国
保
組
合
へ
の
公
費
（
国
費
）
負
担

に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年
度
予
算
ベ
ー

ス
で
給
付
費
等
の
２
３
９
７
億
円
（
療

養
給
付
費
補
助
金
１
８
７
５
億
円
、
後

期
高
齢
者
医
療
費
支
援
金
補
助
金
５
２

２
億
円
）
を
国
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

　
　

加
入
者
１
人
当
た
り
平
均
所
得
（
平

成
29
年
度
）
も
３
９
３
万
円
と
健
保
組

合
の
２
２
２
万
円
よ
り
も
高
く
、
加
入

者
は
２
７
４
万
人
と
健
保
組
合
の
２
９

５
４
万
人
よ
り
大
幅
に
少
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
、
多
額
の
国
庫
補
助
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
　

健
保
組
合
は
高
齢
者
医
療
運
営
円
滑

化
等
補
助
金
７
２
０
億
円
だ
け
で
あ
り
、

公
平
化
を
図
る
た
め
に
も
、
協
会
け
ん

ぽ
並
み
の
国
庫
補
助
を
実
施
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
新
規
）

　
〔
加
入
者
１
人
当
た
り
国
費
負
担
〕

　

国
民
健
康
保
険　

15
万
８
９
１
７
円

　

国
保
組
合　
　
　

８
万
７
４
８
２
円

　

協
会
け
ん
ぽ　
　

３
万
１
３
６
３
円

　

健
保
組
合　
　
　

２
４
３
７
円

16
．
高
齢
者
医
療
支
援
金
等
負
担
金
助
成

事
業
に
つ
い
て
、
交
付
対
象
が
前
期
高

齢
者
納
付
金
の
負
担
が
重
い
保
険
者
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
比
較
対
象
が
平
成

23
年
度
に
固
定
さ
れ
て
い
る
た
め
対
象

と
な
ら
ず
、
助
成
が
受
け
ら
れ
な
い
保

険
者
が
あ
り
ま
す
。

　
　

例
え
ば
、
過
去
５
年
（
又
は
３
年
）

と
比
較
し
て
負
担
が
急
増
し
て
い
る
場

合
な
ど
、
幅
広
く
対
象
を
拡
大
し
て
い

た
だ
き
た
い
。 

（
新
規
）

17
．
介
護
保
険
料
の
賦
課
方
式
は
全
面

「
総
報
酬
割
」
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
個
々
の
保
険
者
が
保
険
料
率
を
設

定
し
て
徴
収
す
る
意
義
は
失
わ
れ
ま
し

た
。
介
護
保
険
の
徴
収
義
務
は
市
区
町

村
と
し
、
例
え
ば
、
日
本
年
金
機
構
で

協
会
け
ん
ぽ
事
業
所
と
同
様
に
徴
収
す

る
仕
組
み
と
す
る
な
ど
も
検
討
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

　
　

な
お
、
前
記
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
て
い
た
だ
き

た
い
。 

（
継
続
）

①　

介
護
保
険
料
の
徴
収
代
行
に
要
す
る

経
費
に
つ
い
て
、
全
額
国
庫
負
担
と
す

る
こ
と
。

②　

第
２
号
被
保
険
者
の
減
少
等
に
よ
り
、

毎
月
の
介
護
納
付
金
に
大
幅
な
不
足
が

生
ず
る
場
合
に
は
、
年
度
内
に
減
額
調

整
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

18
．
後
期
高
齢
者
の
増
加
と
少
子
化
の
進

展
に
伴
い
、
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
、

負
担
の
あ
り
方
や
そ
の
徴
収
方
法
も
含

め
て
、
現
役
世
代
の
負
担
に
配
慮
し
た

見
直
し
を
早
急
に
実
施
し
て
い
た
だ
き

た
い
。 

（
新
規
）

19
．
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
加
算
減
算
制

度
を
廃
止
し
、
新
た
に
、
公
費
を
財
源

と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
を
創
設

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

な
お
、
廃
止
ま
で
の
間
は
、
総
合
健

保
組
合
の
目
標
実
施
率
に
つ
い
て
、
更

に
緩
和
等
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

20
．
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
つ
い
て
は
、

国
民
全
体
に
関
わ
る
制
度
で
あ
る
た
め
、

国
か
ら
「
周
知
・
広
報
」
を
実
施
し
て

い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

21
．
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
対
応
す
る

た
め
の
組
合
基
幹
シ
ス
テ
ム
の
改
修
経

費
等
に
つ
い
て
は
、
国
庫
補
助
の
対
象

に
な
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
運
営
維
持

経
費
等
に
つ
い
て
も
全
額
国
庫
負
担
と

し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

22
．
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
つ
い
て
は
、
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保
険
医
療
機
関
、
保
険
薬
局
に
お
い
て
、

顔
認
証
装
置
（
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
）
等

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
進
む
よ
う
早
急
に

対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
そ

の
た
め
の
補
助
金
等
も
十
分
に
活
用
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

23
．
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
お
け
る
資

格
重
複
チ
ェ
ッ
ク
に
お
い
て
、
新
規
に

被
保
険
者
資
格
を
取
得
し
た
者
が
、
他

の
医
療
保
険
者
（
特
に
協
会
け
ん
ぽ
）

の
被
扶
養
者
に
認
定
さ
れ
た
ま
ま
の

ケ
ー
ス
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

　
　

法
第
３
条
第
７
項
の
被
扶
養
者
の
定

義
に
「
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る

者
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
旨
を
追
加
す

る
な
ど
し
て
、
医
療
保
険
者
が
職
権
に

よ
り
資
格
重
複
を
解
消
で
き
る
よ
う
法

整
備
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
新
規
）

24
．
社
会
保
障
と
税
の
共
通
番
号
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な

メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
な
い
中
で
運
営

費
等
を
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

中
間
サ
ー
バ
ー
等
に
係
る
必
要
経
費
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
接
続
経
費
、
そ
の
後
の

運
用
に
要
す
る
経
費
等
に
つ
い
て
、
全

額
国
の
負
担
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ま
た
、
制
度
に
対
応
す
る
た
め
の
シ

ス
テ
ム
改
修
、
機
器
設
備
の
購
入
、

デ
ー
タ
管
理
料
等
の
費
用
負
担
及
び
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
等
に
係
る
事
務
作
業

の
増
加
に
よ
る
人
的
負
担
に
対
し
て
、

相
応
の
国
庫
補
助
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
。 

（
継
続
）

25
．
社
会
保
障
と
税
の
共
通
番
号
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）
に
つ
い
て
は
、
災
害
対
応

な
ど
に
活
用
で
き
る
よ
う
、
国
と
し
て

も
っ
と
積
極
的
に
広
報
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

　
　

ま
た
、
事
業
主
に
対
し
て
は
、
保
険

者
等
が
行
う
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
関

係
業
務
に
協
力
す
る
こ
と
を
「
努
力
義

務
」
で
は
な
く
「
義
務
」
と
し
、
保
険

者
等
の
業
務
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ

う
指
導
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 （
継
続
）

26
．
電
子
申
請
の
普
及
を
促
進
す
る
う
え

で
、
早
期
に
電
子
決
裁
・
電
子
文
書
保

存
等
の
シ
ス
テ
ム
環
境
の
整
備
等
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な

考
え
方
、
工
程
等
を
早
期
に
示
す
と
と

も
に
、
シ
ス
テ
ム
環
境
整
備
に
当
た
っ

て
は
健
保
組
合
に
過
重
な
負
担
が
生
じ

な
い
よ
う
支
援
措
置
を
講
じ
て
い
た
だ

き
た
い
。 

（
継
続
・
修
正
）

27
．
健
保
・
年
金
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
を

進
め
る
方
策
と
し
て
、
ｅ

－

Ｇ
Ｏ
Ｖ
を

健
保
組
合
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
た
だ
く
か
、
Ｋ
Ｐ
Ｆ
Ｄ
方
式
か
ら

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
方
式
へ
変
換
で
き
る

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

28
．
Ｄ
Ｐ
Ｃ
レ
セ
プ
ト
以
外
の
レ
セ
プ
ト

審
査
に
当
た
っ
て
、
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

デ
ー
タ
集
計
表
を
根
拠
に
査
定
で
き
る

よ
う
に
整
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
新
規
）

29
．
国
よ
り
提
供
さ
れ
た
電
子
申
請
シ
ス

テ
ム
（
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
）
に
つ

い
て
、
次
の
仕
様
改
善
を
検
討
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

①　

複
数
の
申
請
に
つ
い
て
一
括
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
。

②　

事
業
所
あ
て
の
通
知
書
送
信
時
に
お

け
る
、
誤
配
信
防
止
を
目
的
と
し
た
チ

ェ
ッ
ク
機
能
の
追
加
。 

（
新
規
）

30
．「
健
康
保
険
組
合
の
令
和
３
年
度
予

算
の
編
成
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
『
７
．

事
務
処
理
体
制
』
の
中
で
、
テ
レ
ワ
ー

ク
環
境
に
つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
な
業
務

を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ま
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
す
る
た

め
の
シ
ス
テ
ム
構
築
や
業
務
フ
ロ
ー
な

ど
を
示
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
補

助
金
制
度
も
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
新
規
）

31
．
民
間
事
業
者
が
「
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
パ
ス
ワ
ー
ド
設

定
の
仕
様
を
変
更
し
、
個
人
電
子
認
証

等
を
利
用
す
る
仕
組
み
に
改
修
し
て
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化
を
検
討
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
新
規
）

Ⅱ　

継
続
要
望
事
項

〈
制
度
関
係
〉

１
．
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
高
齢

者
医
療
費
は
税
金
で
賄
わ
れ
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
人
も
多
く
、
現
役
世
代
か

ら
支
援
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
制
度
を
維
持
し
て
い

く
た
め
に
は
、
年
齢
を
問
わ
ず
所
得
に

応
じ
た
負
担
に
理
解
を
得
る
こ
と
を
前

面
に
し
た
広
報
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。
よ
っ
て
引
き
続
き
、
事
業
主
及

び
被
保
険
者
等
に
も
分
か
り
や
す
い
内

容
で
、
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、

テ
レ
ビ
放
映
等
を
活
用
し
た
周
知
広
報

を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ま
た
、
学
校
教
育
の
中
で
制
度
周
知

方
法
な
ど
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

２
．
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
改
善
す
る
よ
う
検
討
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
継
続
・
修
正
）

①　

納
付
金
等
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
、

翌
々
年
度
に
多
額
の
精
算
納
付
額
が
生

じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
早
急
に
見
直
す

こ
と
。 

〈
修
正
〉

②　

前
期
高
齢
者
給
付
費
額
等
の
過
大
又

は
過
小
に
係
る
補
正
申
請
要
件
に
つ
い

て
緩
和
さ
れ
ま
し
た
が
、
各
健
保
組
合
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の
実
情
に
沿
っ
た
更
な
る
緩
和
を
実
施

す
る
こ
と
。

③　

前
期
高
齢
者
加
入
者
調
整
率
の
補
正

係
数
は
、
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
健

保
組
合
の
医
療
費
適
正
化
の
取
組
み
が

反
映
さ
れ
る
よ
う
、
補
正
係
数
の
伸
び

を
抑
制
す
る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

④　

納
付
金
等
の
算
出
基
礎
と
な
る
係
数

に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
時
の
数
値
と
、

賦
課
時
の
数
値
の
乖
離
が
大
き
く
、
組

合
会
等
で
の
説
明
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。

乖
離
幅
が
で
き
る
だ
け
最
小
限
に
な
る

よ
う
精
査
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
組
合
会
等
で
説
明
が
必
要
な

た
め
、
諸
係
数
の
算
出
根
拠
や
変
動
し

た
理
由
等
に
つ
い
て
も
保
険
者
へ
明
示

す
る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

⑤　

保
健
事
業
の
効
果
的
な
実
施
や
、
医

療
費
の
適
正
化
が
、
支
援
金
等
に
影
響

す
る
た
め
、
引
き
続
き
広
域
連
合
を
指

導
す
る
こ
と
。

３
．
保
険
調
剤
費
の
抑
制
の
た
め
、
後
発

医
薬
品
・
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
・
バ
イ
オ

シ
ミ
ラ
ー
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
つ
い

て
、
国
民
へ
の
積
極
的
な
広
報
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
保
険
医
療
機
関
・
保

険
薬
局
等
の
理
解
と
協
力
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
医
療
機
関

等
に
対
し
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
、

引
き
続
き
指
導
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

４
．
後
発
医
薬
品
の
更
な
る
使
用
促
進
策

と
し
て
、
合
理
的
な
理
由
な
く
新
薬
を

希
望
し
た
場
合
に
、
後
発
薬
と
の
差
額

を
自
己
負
担
に
す
る
な
ど
の
制
度
の
導

入
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ま
た
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
存
在
す
る

医
療
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
保
険
適

用
外
に
す
る
な
ど
の
検
討
も
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

５
．
柔
道
整
復
師
・
鍼

師
の
施
術
に
係

る
療
養
費
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次

の
措
置
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

①　
「
各
種
保
険
適
用
」
な
ど
の
誤
解
を

招
く
広
告
や
看
板
等
が
多
数
見
受
け
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
広
告
表
示
等
の
あ
り

方
を
含
め
て
、
保
健
所
等
と
の
連
携
の

も
と
、
施
術
者
に
対
す
る
指
導
・
監
査

体
制
を
更
に
強
化
す
る
こ
と
。〈
修
正
〉

②　

柔
道
整
復
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
不

正
請
求
が
後
を
絶
た
な
い
た
め
、
抜
本

対
策
の
一
環
と
し
て
「
償
還
払
い
」
を

選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

 

〈
修
正
〉

③　

鍼

・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
療
養
費
に
対

す
る
不
正
防
止
策
に
つ
い
て
は
、
十
分

な
体
制
を
構
築
す
る
な
ど
実
効
性
の
あ

る
も
の
と
し
、
不
正
に
対
す
る
罰
則
の

厳
格
化
を
図
る
こ
と
。

６
．
療
養
費
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
柔

道
整
復
療
養
費
の
申
請
書
に
は
、
負
傷

の
部
位
数
等
に
関
わ
ら
ず
、
負
傷
原
因

の
記
入
を
必
須
項
目
と
し
て
い
た
だ
き

た
い
。 

（
継
続
）

７
．
国
民
健
康
保
険
制
度
の
創
設
や
事
業

内
容
の
充
実
な
ど
、
長
年
の
経
過
の
中

で
、
任
意
継
続
被
保
険
者
制
度
の
存
続

意
義
も
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
制

度
を
廃
止
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

８
．
資
格
喪
失
後
の
出
産
育
児
一
時
金
及

び
埋
葬
料
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
国
民

皆
保
険
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お

り
、
現
在
加
入
し
て
い
る
保
険
者
か
ら

支
給
す
べ
き
で
あ
り
、
資
格
喪
失
前
の

保
険
料
納
付
実
績
は
関
係
が
な
い
の
で

廃
止
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

９
．
産
科
医
療
補
償
制
度
に
係
る
掛
金
は
、

被
保
険
者
と
医
療
機
関
に
お
け
る
民
事

上
の
枠
組
み
に
お
け
る
保
険
料
で
あ
る

こ
と
か
ら
医
療
機
関
が
負
担
す
べ
き
で

あ
り
、
保
険
者
負
担
と
し
な
い
で
い
た

だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

10
．
傷
病
手
当
金
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

①　

健
康
保
険
法
第
１
０
４
条
の
傷
病
手

当
金
の
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
事
業

主
と
の
雇
用
調
整
な
ど
に
よ
り
休
職

（
傷
手
受
給
）
期
間
を
経
て
、
被
保
険
者

期
間
を
１
年
と
し
て
か
ら
退
職
し
、
資

格
喪
失
後
の
継
続
給
付
を
受
け
る
ケ
ー

ス
が
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
受
給
資
格

要
件
の
被
保
険
者
期
間
の
１
年
に
つ
い

て
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
を
除
い

た
期
間
と
す
る
な
ど
の
見
直
し
を
す
る

こ
と
。

②　

傷
病
手
当
金
の
待
期
期
間
に
つ
い
て

は
、
週
休
２
日
制
が
普
及
す
る
中
で
３

日
間
で
は
虚
病
防
止
に
つ
な
が
ら
な
い

こ
と
や
、
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
に
お

い
て
は
７
日
間
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
待
期
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
。

③　

傷
病
手
当
金
に
係
る
医
師
の
労
務
不

能
等
の
証
明
に
つ
い
て
、
記
載
内
容
の

疑
義
に
係
る
再
照
会
に
つ
い
て
は
、

「
傷
病
手
当
金
意
見
書
交
付
料
」
を
算

定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
償
と
す
る

取
扱
い
と
す
る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

④　

傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
に
つ
い
て

は
、
共
済
組
合
と
同
様
に
支
給
期
間
を

通
算
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
現
状

の
傷
病
手
当
金
の
問
題
点
や
、
健
保
組

合
と
共
済
組
合
の
相
違
点
を
踏
ま
え
た

運
用
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

 

〈
新
規
〉

11
．
最
低
賃
金
法
の
適
用
基
準
、
短
時
間

労
働
者
の
適
用
拡
大
（
月
額
８
・
８
万

円
以
上
）
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
健
康

保
険
に
加
入
す
べ
き
被
保
険
者
（
常
用

的
雇
用
関
係
に
あ
る
従
業
員
）
の
報
酬
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に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
と
連
動
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
標
準
報
酬
月
額
の
下

限
を
引
き
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

12
．
育
児
休
業
中
の
保
険
料
免
除
要
件
に

つ
い
て
は
、
法
改
正
に
よ
り
一
部
見
直

さ
れ
ま
す
が
、
月
末
時
点
で
短
期
間
の

育
休
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険

料
が
免
除
と
な
る
仕
組
み
は
そ
の
ま
ま

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
組
み
に
つ

い
て
も
改
善
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ま
た
、
賞
与
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

保
険
料
免
除
を
廃
止
し
て
い
た
だ
き
た

い
。 

（
継
続
・
修
正
）

13
．
働
き
方
改
革
や
適
用
拡
大
に
よ
り
二

以
上
事
業
所
勤
務
者
が
増
加
し
て
い
ま

す
が
、
資
格
の
得
喪
等
の
手
続
き
や
非

選
択
の
事
業
所
及
び
保
険
者
へ
の
通
知

を
含
め
運
用
が
煩
雑
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
早
急
に
根
本
的
な
見
直
し
を

行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

14
．
支
払
基
金
へ
の
委
託
金
に
つ
い
て
は
、

診
療
報
酬
の
未
収
金
が
減
額
し
て
い
る

状
況
を
踏
ま
え
、
計
算
期
間
を
見
直
す

等
、
実
情
に
応
じ
た
委
託
金
額
に
見
直

し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

15
．
賞
与
支
払
月
に
定
年
再
雇
用
及
び
雇

用
契
約
更
新
に
係
る
資
格
の
得
喪
処
理

を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
一
事
業

所
で
の
就
労
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
得
喪
処
理
で
は
な
く
、
得
喪
日

の
翌
月
を
改
定
月
と
す
る
定
年
再
雇
用

時
月
変
等
（
特
例
月
変
等
）
を
新
設
す

る
な
ど
、
賞
与
保
険
料
を
徴
収
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。（
継
続
）

　
〔
事
例
〕　

賞
与
支
払
日　
　

６
／
10

　
　
　
　
　

 

定
年
再
雇
用
及
び
雇
用
契
約
更

新
に
係
る
得
喪
日　
６
／
15

16
．
業
務
災
害
や
通
勤
災
害
で
治
療
を
受

け
る
労
災
の
給
付
に
関
し
、
健
保
組
合

で
は
十
分
な
広
報
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
が
、
負
傷
原
因
の
確
認
業
務
の

削
減
や
、
被
災
し
た
労
働
者
の
金
銭
的

負
担
を
削
減
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働

省
（
労
働
側
）
に
お
い
て
も
事
業
主
・

労
働
者
等
に
周
知
徹
底
し
て
い
た
だ
き

た
い
。 

（
継
続
）

〈
国
庫
補
助
金
関
係
〉

１
．
一
般
事
務
費
の
国
庫
負
担
単
価
を
引

き
上
げ
る
と
と
も
に
、
他
制
度
支
援
と

し
て
の
高
齢
者
納
付
金
等
に
係
る
事
務

費
に
つ
い
て
は
、
公
費
負
担
と
し
て
い

た
だ
き
た
い
。 
（
継
続
）

２
．
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
国
庫
補

助
金
に
つ
い
て
、
実
績
額
に
基
づ
く
適

正
な
補
助
金
（
追
加
支
給
も
含
め
）
と

し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、「
集
団
方

式
」
に
お
い
て
も
「
個
別
方
式
」
と
同

等
の
内
容
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
集
団
方
式
」
の
補
助
金
単
価
を
引
き

上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

３
．
育
児
休
業
は
長
期
に
お
よ
び
、
保
険

料
収
入
の
減
少
は
健
保
組
合
に
と
っ
て

過
重
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
補
填
す
る
た
め
、
公
費
に
よ
る

救
済
措
置
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

〈
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
・
特
定
健

診
・
保
健
指
導
関
係
〉

１
．
特
定
保
健
指
導
の
初
回
面
談
に
つ
い

て
、
平
成
25
年
８
月
の
通
知
に
よ
り
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
初
回
面
談
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
が
、
テ
レ
ビ
電
話

だ
け
で
は
な
く
、
電
話
・
メ
ー
ル
で
の

初
回
面
談
も
可
能
と
し
て
い
た
だ
き
た

い
。 

（
継
続
）

２
．
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
実
施
に
当
た
っ

て
は
、
効
果
的
な
保
健
事
業
を
実
施
す

る
た
め
、
事
業
主
と
協
働
し
て
事
業
推

進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
事
業

主
へ
の
協
力
要
請
な
ど
、
適
宜
適
切
な

取
組
み
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

３
．
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
に
つ
い

て
、
そ
の
対
象
者
（
特
に
被
扶
養
者
）

及
び
事
業
主
（
業
務
時
間
中
の
指
導
時

間
の
確
保
等
）
に
対
す
る
受
診
促
進
の

広
報
等
を
、
国
と
し
て
引
き
続
き
強
化

し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

４
．
被
扶
養
者
の
特
定
健
診
に
つ
い
て
は
、

婦
人
科
検
診
等
、
地
域
に
根
ざ
し
た
市

区
町
村
に
よ
る
住
民
健
診
と
併
せ
て
実

施
す
る
こ
と
が
、
健
診
効
果
も
向
上
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
市
区
町

村
の
取
扱
い
と
し
、
被
用
者
保
険
の
実

施
義
務
か
ら
除
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

〈
短
時
間
労
働
者
の
適
用
拡

大
関
係
〉

１
．
短
時
間
労
働
者
の
適
用
拡
大
は
段
階

的
に
実
施
さ
れ
ま
す
が
、
短
時
間
労
働

者
を
多
く
雇
用
す
る
特
定
の
業
種
・
業

態
の
保
険
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
拠
出

金
負
担
・
保
険
給
付
費
等
に
多
大
な
影

響
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
拡
大
に

よ
る
保
険
者
へ
の
影
響
に
対
し
て
必
要

な
負
担
軽
減
措
置
を
講
じ
て
い
た
だ
き

た
い
。 

（
継
続
）

〈
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
関
係
〉

１
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
け
る
情
報

連
携
に
つ
い
て
、
真
に
効
果
的
な
制
度

と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ま
た
、
次
の
事
項
を
改
善
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
継
続
・
修
正
）

① 　

デ
ジ
タ
ル
Ｐ
Ｍ
Ｏ
か
ら
通
知
や
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
修
正
情
報
が
か
な
り
の
頻
度

で
提
供
さ
れ
ま
す
が
、
も
う
少
し
重
要

事
項
や
手
順
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
分
か

り
や
す
く
整
理
す
る
こ
と
。 

〈
修
正
〉

②　

資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金
の
支
給

決
定
を
す
る
た
め
に
、
就
労
状
況
（
加

入
中
の
健
康
保
険
情
報
）
や
収
入
状
況

に
つ
い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
っ
て
照
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会
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 〈
修
正
〉

〈
診
療
（
調
剤
）
報
酬
明
細

書
の
取
扱
い
関
係
〉

１
．「
保
険
医
療
機
関
及
び
療
養
担
当
規

則
」
に
お
い
て
、「
受
診
の
都
度
、
被
保

険
者
証
等
に
よ
っ
て
療
養
の
給
付
を
受

け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
保
険
医
療

機
関
等
に
お
い
て
、
月
初
め
の
み
被
保

険
者
証
等
を
確
認
し
て
い
る
実
態
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

の
導
入
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
に
も
、

規
則
ど
お
り
の
取
扱
い
を
徹
底
す
る
よ

う
、
保
険
医
療
機
関
を
指
導
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

２
．
調
剤
レ
セ
プ
ト
の
請
求
に
関
し
て
記

載
誤
り
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
効

果
を
発
揮
す
る
た
め
に
も
、
保
険
薬
局

に
お
い
て
処
方
箋
で
は
な
く
被
保
険
者

証
等
に
よ
り
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る

資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う

「
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担

当
規
則
」
を
改
正
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

３
．
保
険
者
の
事
務
円
滑
化
の
た
め
、
電

子
化
に
則
し
た
レ
セ
プ
ト
様
式
及
び
記

録
要
領
（
郵
便
番
号
、
電
話
番
号
、
受

診
日
、
第
三
者
行
為
、
業
務
上
・
外
の

追
加
等
）
の
見
直
し
、
及
び
「
外
傷
原

因
」
と
「
事
故
分
・
私
病
分
の
点
数
内

訳
」
の
記
載
を
義
務
付
け
て
い
た
だ
き

た
い
。

　
　

ま
た
、
症
状
詳
記
等
の
添
付
文
書
の

電
子
化
も
義
務
付
け
る
よ
う
に
し
て
い

た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
・
修
正
）

４
．
医
療
費
助
成
事
業
等
の
公
費
併
用
レ

セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
健
保
・
公
費
・
患

者
の
各
々
の
負
担
額
の
記
載
を
義
務
化

し
て
い
た
だ
き
、
レ
セ
プ
ト
上
に
記
載

す
る
欄
を
設
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

５
．
紙
レ
セ
プ
ト
に
お
い
て
、
レ
セ
プ
ト

上
に
診
療
日
の
記
載
又
は
算
定
日
情
報

を
分
か
る
よ
う
に
記
載
し
て
い
た
だ
き

た
い
。 

（
継
続
）

６
．
装
具
の
療
養
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、「
採
寸
・
採
型
を
行
っ
た
装
具
業

者
の
請
求
と
保
険
医
療
機
関
の
診
療
報

酬
の
算
定
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
明
確
な
定
め
が
な
い
た
め
、
保
険

局
医
療
課
で
取
扱
い
を
整
理
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
回
答
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
後
の
整
理
状
況
を
ご
教
示

い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

７
．
治
療
用
装
具
療
養
費
に
つ
い
て
、
簡

素
な
既
製
品
を
定
価
以
上
の
高
額
な
料

金
で
請
求
す
る
事
例
や
、
再
発
防
止
・

予
防
リ
ハ
ビ
リ
目
的
で
の
作
成
事
例
、

医
科
点
数
表
の
所
定
点
数
に
含
ま
れ
る

簡
易
な
コ
ル
セ
ッ
ト
状
の
製
品
等
を
請

求
す
る
事
例
が
横
行
し
て
い
る
の
で
、

保
険
医
療
機
関
等
に
周
知
す
る
と
と
も

に
、
既
製
品
リ
ス
ト
の
拡
充
を
急
い
で

い
た
だ
き
た
い
。

　
　

な
お
、
既
製
品
リ
ス
ト
に
収
載
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
製
品
に
つ
い
て

は
、
療
養
費
の
支
給
対
象
と
し
な
い
取

扱
い
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

ま
た
、
既
製
品
の
装
具
に
つ
い
て
は
、

療
養
費
で
は
な
く
診
療
報
酬
で
評
価
す

る
こ
と
も
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

８
．
医
科
レ
セ
プ
ト
に
、
治
療
し
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
傷
病
名
や
急
性
期
病
名

が
何
か
月
も
続
い
て
い
る
ケ
ー
ス
な
ど
、

多
く
の
傷
病
名
の
記
載
が
見
受
け
ら
れ
、

審
査
に
支
障
を
き
た
し
て
い
ま
す
。
支

払
基
金
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
に

病
名
整
理
を
行
う
よ
う
指
導
し
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
地
方
厚
生
（
支
）

局
の
指
導
監
査
に
お
い
て
も
、
保
険
医

療
機
関
に
病
名
整
理
を
行
う
よ
う
指
導

し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

〈
そ
の
他
〉

１
．
指
定
健
保
組
合
の
指
定
要
件
に
つ
い

て
は
、
平
成
13
年
２
月
６
日
付
保
険
課

長
通
知
が
示
さ
れ
た
と
き
の
状
況
と
は

異
な
り
、
高
齢
者
医
療
制
度
に
対
す
る

納
付
金
等
の
財
源
率
が
上
昇
し
て
い
る

な
ど
の
実
態
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
当

該
組
合
の
財
政
健
全
化
に
つ
な
が
る
よ

う
な
指
定
要
件
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 
（
継
続
・
修
正
）

２
．
医
療
費
通
知
等
に
よ
る
不
正
・
不
当

や
柔
道
整
復
師
の
不
正
・
不
当
に
係
る

情
報
を
地
方
厚
生
（
支
）
局
に
対
し
て

提
供
し
て
い
ま
す
が
、
情
報
件
数
の
多

寡
に
関
わ
ら
ず
、
指
導
・
監
査
等
に
有

効
活
用
で
き
る
よ
う
、
更
に
体
制
強
化

を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
・
修
正
）

３
．
審
査
支
払
機
関
た
る
支
払
基
金
・
国

保
連
に
お
け
る
審
査
機
能
を
強
化
す
る

と
と
も
に
、
地
方
厚
生
（
支
）
局
の
医

療
機
関
に
対
す
る
監
査
・
指
導
を
強
化

す
る
た
め
に
必
要
な
予
算
、
人
員
を
確

保
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
継
続
）

４
．
Ｊ-

Ｌ
Ｉ
Ｓ
照
会
時
の
手
数
料
に
つ

い
て
無
償
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
継
続
）

全総協・予算編成に関する要望事項
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資料

令和２年度決算見込状況報告書

（単位：千円）

令和２年度 令和元年度 対前年度増減額 増減率

経 常 収 入 合 計 2,989,802,009 2,998,912,409 －9,110,400 －0.30%

経 常 支 出 合 計 2,901,819,572 2,926,288,059 －24,468,487 －0.84%

差 　 引 　 額 87,982,437 72,624,350

赤字組合　　 86組合 －22,388,626 ※ 令和元年度は 242組合の数値
黒字組合　　156組合 110,371,063

（単位：千円）

令和２年度 令和元年度 対前年度増減額 増減率

収
入
健康保険収入・保険料 2,973,075,725 2,978,511,811 －5,436,086 －0.18%

（再掲）コロナ猶予未収を除く 2,957,124,416 2,978,511,811 －21,387,395 －0.72%

支
出

保険給付費・法定給付費 1,406,746,147 1,466,042,232 －59,296,085 －4.04%

納 　 付 　 金 1,297,991,015 1,256,381,983 41,609,032 3.31%

保 健 事 業 費 130,712,630 136,257,996 －5,545,366 －4.07%

※ 令和元年度は 242組合の数値

　全総協傘下の242組合の令和2年度決算見込は、経

常収支で赤字組合が86組合（35.5％）、赤字額は△

223億8863万円、黒字組合は156組合（64.5％）、黒

字額は1103億7106万円、経常収支差引額は879億

8244万円の黒字となった。

　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により、４月に全都道府県に緊急事態宣言が発出さ

れ、５月には解除されたものの、これを受けて加入者

の医療機関への受診が抑制され、医療給付費が減少し

たほか、特定健診・特定保健指導や健康づくり等の保

健事業の実施率も低下した。

　一方で、経済活動の低迷は、飲食業や旅行業をはじ

め、小売業などにも波及して給与や賞与の減少につな

がった。このため政府は、保険料納付猶予措置を講じ

た。この結果、医療保険者の収入は大幅に減少した。

　これらの影響により、令和２年度決算見込について、

令和元年度決算を解散した１組合を除いた数値（242

組合）との比較では、収入について健康保険収入・保

険料は対前年度比で54億3609万円（△0.18％）の減

少となった。

　なお、収入未済のうちコロナ特例猶予・既存猶予分

（収納までに長期間を要すると想定される）が159億

5131万円あり、これを除いた対前年度比は213億

8740万円（△0.72％）の減少という結果になった。

　支出について保険給付費・法定給付費は対前年度比

で592億9609万円（△4.04％）の減少となった。納

付金は対前年度比で416億903万円（3.31％）増加と

なった。

　令和２年度決算見込においては、保険料収入の減少

分や納付金の増額分を、保険給付費の減少分で賄うこ

とができたものの、今後の財政状況については厳しく

なることが予想される。

　平均保険料率は97.751‰（一般保険料96.507‰、

調整保険料1.244‰）となり、前年度の97.713‰（一

般保険料96.462‰、調整保険料1.251‰）と比較して

上昇している。

　令和２年度の決算見込の概要は以下のとおり。
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（単位：千円）

　項　　　　　　　目　 令和２年度 令和元年度 増　減 増 減 率（％）
組 　 合 　 数  　   
被　保　険　者　数　（人）
（再掲）保険料免除者数（人）
平　 均　 年　 齢　（歳）
被　扶　養　者　数　（人）
扶　　　 養　　　 率　（人）
平均標準報酬月額　（円）
平 均 標 準 賞 与 額　（円）
平 均 保 険 料 率　（‰）

242
6,461,482
74,967
41.77

4,096,792
0.64

353,744
798,101
97.751

243
6,394,443
67,920
41.54

4,168,993
0.65

354,855
838,144
97.713

－1
67,039
7,047
0.23

－72,201
－0.01
－1,111
－40,043
0.038

－0.41
1.05
10.38
0.55

－1.73
－1.54
－0.31
－4.78
0.04　

経

常

収

入

　

健 康 保 険 収 入
　 保　　 険　　 料
　 国 庫 負 担 金 収 入
　 そ　　 の　　 他
退 職 積 立 金 繰 入
保 証 金 積 立 金 繰 入
特定健康診査・保健指導補助金

特定健康診査等事業収入
病 院 診 療 所 収 入
訪 問 看 護 事 業 収 入
介護老人保健施設収入
前 期 高 齢 者 交 付 金
雑 収 入

2,974,331,976
2,973,075,725
1,254,663
1,588

2,096,344
0

554,005
1,622,187
468,562

0
0
0

10,728,935

2,980,756,130
2,979,508,164
1,246,758
1,208

2,109,034
13,277
588,281
1,714,097
560,085

0
0
0

14,170,365

－6,424,154
－6,432,439

7,905
380

－12,690
－13,277
－34,276
－91,910
－91,523

－
－
－

－3,441,430

－0.22
－0.22
0.63
31.46
－0.60
－

－5.83
－5.36
－16.34

－
－
－

－24.29
合　　　　計 2,989,802,009 2,999,911,269 －10,109,260 －0.34

　
　

経　
　
　

常　
　
　

支　
　
　

出　
　

事 務 費
保 険 給 付 費
法 定 給 付 費
　   医 療 給 付 費
　  　その他の給付費
付 加 給 付 費
納 付 金
　前期高齢者納付金
　後期高齢者支援金
  病 床 転 換 支 援 金
日 雇 拠 出 金

　退職者給付拠出金
  老 人 保 健 拠 出 金
保 健 事 業 費
そ の 他

39,860,711
1,424,588,934
1,406,746,147
1,253,732,645
153,013,502
17,842,787

1,297,991,015
590,172,241
707,720,598

3,420
53,519
41,237
－

130,712,630
8,666,282

40,511,726
1,484,766,031
1,466,628,170
1,319,538,940
147,089,230
18,137,861

1,256,719,399
566,727,462
689,657,836

3,403
201,842
128,856

－
136,279,151
8,995,222

－651,015
－60,177,097
－59,882,023
－65,806,295
5,924,272
－295,074
41,271,616
23,444,779
18,062,762

17
－148,323
－87,619

－
－5,566,521
－328,940

－1.61
－4.05
－4.08
－4.99
4.03
－1.63
3.28
4.14
2.62
0.50

－73.48
－68.00

－
－4.08
－3.66

合　　　　計 2,901,819,572 2,927,271,529 －25,451,957 －0.87
　 経 常 収 支 差 引 額　 87,982,437 72,639,740 15,342,697 21.12
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保険料率
（一般＋調整）

組　　合　　数 割　　　合（%）
令　和
２年度

令　和
元年度

平　成
30年度

令　和
２年度

令　和
元年度

平　成
30年度

1000分の 80未満 0 0 2 0.00 0.00 0.82
80以上～ 85未満 3 3 2 1.24 1.23 0.82
85以上～ 90未満 11 13 15 4.55 5.35 6.15
90以上～ 95未満 35 34 32 14.46 13.99 13.11
95以上～ 100未満 99 100 98 40.91 41.15 40.16

100 40 41 42 16.53 16.87 17.21
100超～ 105未満 33 31 30 13.64 12.76 12.30
105以上～ 110未満 20 20 22 8.26 8.23 9.02 ・最低保険料率 80.000（‰）

110以上 1 1 1 0.41 0.41 0.41 ・最高保険料率 111.180（‰）
合　計 242 243 244 100 100 100 ・平均保険料率 97.751（‰）

※　保険料率引上げ組合数　 12組合

保険料率
（一般＋調整）

組　　合　　数 割　　　合（%）
令　和
２年度

令　和
元年度

平　成
30年度

令　和
２年度

令　和
元年度

平　成
30年度

1000分の 12未満 0 1 1 0.00 0.41 0.41
12以上～ 14未満 0 0 9 0.00 0.00 3.69
14以上～ 16未満 18 42 72 7.44 17.28 29.51
16以上～ 18未満 176 164 124 72.73 67.49 50.82
18以上～ 20未満 45 33 31 18.60 13.58 12.70 ・最低保険料率 14.000（‰）

20以上 3 3 7 1.24 1.23 2.87 ・最高保険料率 20.200（‰）
合　計 242 243 244 100 100 100 ・平均保険料率 16.995（‰）

※　保険料率引上げ組合数　 80組合

義務的経費に
占める割合

組      合      数 割          合（%）
令　和
２年度

令　和
元年度

平　成
30年度

令　和
２年度

令　和
元年度

平　成
30年度

100分の 35未満 3 6 4 1.24 2.47 1.64
35以上～ 40未満 24 31 26 9.92 12.76 10.66
40以上～ 45未満 62 87 85 25.62 35.80 34.84
45以上～ 50未満 103 96 101 42.56 39.51 41.39
50以上～ 55未満 46 23 28 19.01 9.47 11.48 ・最低割合 31.62％

55以上 4 0 0 1.65 0.00 0.00 ・最高割合 56.34％
合　計 242 243 244 100 100 100 ・平均割合 47.99％

〈資料・令和２年度決算見込状況報告書〉
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安
定
運
営
で
料
率
は
10
年
不
変

　

関
ヶ
原
の
合
戦
で
勝
利
し
た
徳
川
家
康
が
江
戸
に

入
る
と
、
江
戸
城
の
築
城
を
は
じ
め
、
町
の
建
設
に

は
多
く
の
木
材
が
必
要
と
な
っ
た
。
全
国
か
ら
木
材

に
関
わ
る
商
人
・
職
人
が
集
ま
り
、
江
戸
は
木
材
の

一
大
集
積
地
・
消
費
地
と
な
る
が
、
何
度
か
の
大
火

に
よ
っ
て
材
木
商
は
現
在
の
江
東
区
に
あ
る
「
木

場
」
周
辺
に
集
め
ら
れ
た
。
江
東
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
、
地
場
産
業
と
し
て
の
「
木
材
産
業
〜
日
本

一
の
規
模
と
伝
統
を
誇
る
〜
」
と
の
記
述
が
あ
り
、

「
木
材
の
ま
ち
」
は
今
も
息
づ
い
て
い
る
。

　

東
京
都
木
材
産
業
健
康
保
険
組
合
（
理
事
長
＝
網

中
勝
氏
）
は
、
昭
和
33
年
に
材
木
商
や
製
材
所
、
問

屋
な
ど
の
関
係
４
団
体
を
母
体
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し

た
。
同
42
年
に
は
「
木
材
健
保
会
館
」（
写
真
）
を
竣

　

東
京
都
江
東
区
の
「
新し

ん

木き

場ば

」
に
本
社
機
能
を
持
つ
事
業
所
を
中
心
に
、
約
４
万
人

が
加
入
す
る
東
京
都
木
材
産
業
健
康
保
険
組
合
は
、
こ
こ
10
年
は
保
険
料
率
の
変
更
も

な
く
、
令
和
２
年
度
の
医
療
費
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
減
少
し
た
も
の
の
、
拠
出
金
に

は
大
き
な
変
化
は
な
い
。
特
定
健
診
・
保
健
指
導
で
は
、
事
業
主
と
の
交
渉
の
結
果
、

安
衛
法
の
健
診
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
こ
と
で
受
診
率
向
上
も
実
現
し
た
。
木
材
産
業
は

「
木
の
良
さ
」
が
見
直
さ
れ
、
産
業
も
健
保
も
安
定
運
営
を
確
保
し
て
い
る
。

工
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

令
和
３
年
４
月
末
現
在
で
は
、
７
８
１
事
業
所
が

加
入
し
、
被
保
険
者
は
２
万
１
５
７
５
人
、
被
扶
養

者
は
１
万
８
３
４
５
人
を
数
え
る
が
、
事
業
所
の
規

模
は
５
千
人
を
超
え
る
企
業
か
ら
家
族
経
営
の
製
材

所
ま
で
幅
広
い
。
9
割
の
事
業
所
が
20
人
未
満
で
、

保
健
事
業
の
展
開
に
は
難
し
さ
が
あ
る
と
い
う
。

　

加
入
者
の
状
況
に
つ
い
て
岩
﨑
栄
進
常
務
理
事
は
、

「
事
業
所
の
本
社
機
能
は
、「
新
木
場
」
を
中
心
と
し

て
江
東
区
に
集
ま
っ
て
お
り
、
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
の
被

保
険
者
も
多
い
が
、
群
馬
県
や
長
野
県
な
ど
で
林
業

〈健康保険組合の概況〉
〒135-8361  東京都江東区東陽5-29-33
電話 03-3647-3381　FAX 03-3647-9334

理 事長＝網中勝 氏（東京木場製材協同組合 理事長）
常務理事＝岩﨑栄進 氏
設立年月＝昭和33年4月
主たる業態＝飲食料品以外の小売業
事業所数＝781事業所
被保険者数＝21,575人（男15,002人、女6,573人）
平均標準報酬月額＝383,503円（男429,252円、女279,086円）
平均年齢＝44.02歳（男44.89歳、女42.06歳）
被扶養者数＝18,345人　扶養率＝0.85人
保 険料率＝91.0‰（一般89.7‰、調整1.3‰）
介護保険料率＝17.8‰ 

（令和3年4月末現在）

昭和42年竣工の木材健保会館
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の
現
場
で
働
く
被
保
険
者
も
い
て
、
事
業
所
は
全
国

に
点
在
し
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。
木
材
産
業
を
取

り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
は
、「
高
度
経
済
成
長
期
は

羽
振
り
も
よ
く
、
産
業
も
伸
び
て
い
っ
た
が
、
輸
入

材
に
お
さ
れ
て
一
時
は
停
滞
し
た
も
の
の
、
今
で
は

落
ち
着
い
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
、
木
の
良
さ
が
見

直
さ
れ
て
学
校
や
社
会
福
祉
施
設
の
建
設
に
も
使
わ

れ
る
な
ど
安
定
期
を
迎
え
て
い
る
。

　

事
務
局
の
組
織
は
、
岩
﨑
常
務
を
先
頭
に
佐
々
木

隆
史
事
務
局
長
の
も
と
、
庶
務
・
経
理
を
所
掌
す
る

総
務
課
（
５
人
）、
適
用
・
給
付
を
行
う
業
務
第
１
課

（
４
人
）、
徴
収
と
保
健
事
業
関
係
の
業
務
第
２
課

（
５
人
）
の
計
16
人
、
３
課
体
制
で
円
滑
な
事
務
を
執

行
し
て
い
る
。「
小
ぢ
ん
ま
り
し
た
事
務
所
な
の
で
、

連
絡
体
制
と
し
て
は
聞
こ
え
て
く
る
し
伝
わ
る
し
、

と
い
っ
た
感
じ
だ
が
、
組
合
会
の
意
思
を
伝
え
る
こ

と
は
大
変
重
要
な
の
で
、
年
に
２
回
の
組
合
会
の
終

了
後
は
全
職
員
を
集
め
て
直
接
、
説
明
し
て
い
る
」

（
岩
﨑
常
務
）。

　

令
和
２
年
度
の
決
算
を
み
る
と
、
経
常
収
入
１
１

３
億
４
９
９
１
万
円
に
対
し
、
経
常
支
出
は
１
０
７

億
８
２
７
９
万
円
で
５
億
６
７
７
２
万
円
の
黒
字
と

な
っ
た
。
そ
の
要
因
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
起
因
す
る
受
診
控
え
に
よ
っ
て
、
保
険
給
付

費
が
１
億
６
０
４
２
万
円
減
少
し
た
こ
と
や
、
特
定

健
診
・
保
健
指
導
な
ど
の
保
健
事
業
が
思
う
よ
う
に

進
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
が
あ
る
。

　

岩
﨑
常
務
は
、「
業
界
の
安
定
性
も
あ
っ
て
、
保
険

料
率
は
、
平
成
23
年
度
か
ら
10
年
間
、
91
‰
で
変
え

て
い
な
い
し
、
引
き
上
げ
る
予
定
も
な
い
。
医
療
費

は
、
コ
ロ
ナ
で
元
年
度
よ
り
も
減
少
し
、
こ
こ
２
〜

３
年
は
納
付
金
の
負
担
も
少
し
楽
に
な
っ
た
こ
と
も

あ
る
」
と
背
景
を
説
明
す
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
で
は
あ
る
が
、
令
和
３
年
度
予
算

は
、
経
常
収
入
１
１
０
億
１
４
７
３
万
円
に
対
し
、

経
常
支
出
は
１
１
８
億
４
８
１
５
万
円
で
、
差
引
き

８
億
３
３
４
２
万
円
の
赤
字
予
算
と
し
た
。「
コ
ロ

ナ
自
体
は
医
療
費
が
大
き
く
伸
び
る
も
の
で
も
な
い

が
、
高
額
な
手
術
が
あ
れ
ば
、
や
は
り
医
療
費
に
響

く
の
で
、
予
算
を
立
て
る
際
に
は
、
元
年
度
を
ベ
ー

ス
に
し
て
い
る
」
と
の
方
針
で
臨
ん
だ
。

コ
ロ
ナ
の
予
防
接
種
も
視
野
に

　

保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
特
定
健
診
・
保
健
指
導

は
も
ち
ろ
ん
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
向
け
た

差
額
通
知
や
ス
マ
ホ
等
で
運
動
や
食
事
の
管
理
、
ア

ド
バ
イ
ス
が
で
き
る
健
康
ア
プ
リ
の
提
供
、
ハ
イ
キ

ン
グ
な
ど
の
体
育
奨
励
等
を
展
開
し
て
い
る
が
、
小

規
模
事
業
所
が
全
国
に
点
在
し
て
い
る
特
徴
か
ら
、

ま
ず
は
基
本
と
な
る
健
康
診
査
を
確
実
に
実
施
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
事
業
主
に
医

療
機
関
や
健
診
機
関
と
の
契
約
を
求
め
ら
れ
れ
ば
、

基
本
的
に
は
契
約
し
て
、「
受
け
や
す
さ
」
を
確
保
す

る
等
の
環
境
づ
く
り
に
努
め
て
い
る
。

　

健
診
の
周
知
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
に
向
け
て

は
年
度
の
初
め
に
「
各
種
健
診
の
ご
案
内
」
を
事
業

所
に
配
布
す
る
が
、
被
扶
養
者
に
は
対
象
者
全
員
に

対
し
て
、
住
所
地
で
受
け
ら
れ
る
契
約
医
療
機
関
の

一
覧
表
と
と
も
に
案
内
を
郵
送
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
取
組
み
の
結
果
は
徐
々
に
表
れ
、
被
扶
養
者
を
含

事務所の様子（左）と木材を贅沢に使った正面入り口のスロープ（右上）。
入口の看板（右下）は桜材の一枚板で、長さ３m×縦45cm、厚さは６㎝。
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め
て
受
診
率
も
年
々
上
昇
し
て
い
る
。

　

小
規
模
事
業
所
の
多
い
総
合
組
合
に
と
っ
て
、
事

業
主
健
診
の
結
果
の
活
用
は
欠
か
せ
な
い
取
組
み
と

な
っ
て
い
る
。
今
年
６
月
に
成
立
し
た
健
康
保
険
法

等
の
一
部
改
正
案
で
は
、
予
防
・
健
康
づ
く
り
の
強

化
と
し
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
る
健
診
情
報
を

健
保
組
合
が
保
健
事
業
で
活
用
で
き
る
よ
う
事
業
主

に
対
し
被
保
険
者
等
の
健
診
情
報
の
提
供
を
求
め
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
（
令
和
４
年
１
月
施
行
）。
し

か
し
、
事
業
主
と
の
良
好
な
関
係
が
地
盤
に
あ
る
木

材
健
保
組
合
で
は
、
今
回
の
法
律
改
正
を
待
た
ず
に
、

既
に
ほ
と
ん
ど
の
事
業
主
か
ら
デ
ー
タ
の
提
供
を
受

け
て
い
る
。

　

岩
﨑
常
務
理
事
は
、「
こ
れ
ま
で
も
健
診
受
診
率

向
上
に
力
を
入
れ
て
成
果
も
出
て
い
た
が
、
こ
れ
以

上
は
事
業
主
健
診
の
デ
ー
タ
を
活
用
で
き
な
い
と
伸

び
な
い
と
判
断
し
た
。
以
前
は
デ
ー
タ
を
も
ら
え
な

い
事
業
所
も
あ
っ
た
が
、
事
業
所
に
行
き
、
デ
ー
タ

の
必
要
性
を
説
明
し
て
理
解
を
い
た
だ
い
た
結
果
、

契
約
医
療
機
関
か
ら
直
接
デ
ー
タ
を
い
た
だ
い
て
活

用
で
き
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。

　

健
診
受
診
率
は
、
こ
れ
ら
の
取
組
み
の
結
果
、
飛

躍
的
な
伸
び
に
つ
な
が
っ
た
。
健
診
後
の
保
健
指
導

に
つ
い
て
も
、
健
診
と
同
様
に
全
国
規
模
の
展
開
を

確
保
し
て
い
る
。
要
望
が
あ
れ
ば
、
保
健
指
導
が
実

施
可
能
な
事
業
者
な
ら
ば
全
国
ど
こ
の
地
域
で
も
契

約
し
て
委
託
す
る
方
針
と
し
て
い
る
。

　

特
定
健
診
・
保
健
指
導
の
成
果
を
通
知
す
る
「
健

康
ス
コ
ア
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
」
は
、
従
来
は
健
保
組

合
を
単
位
と
し
て
い
た
が
、
今
年
度
か
ら
は
事
業
所

を
単
位
と
し
て
通
知
さ
れ
る
。
総
合
型
の
組
合
に
と

っ
て
事
業
所
単
位
の
成
果
の
「
見
え
る
化
」
は
、
さ

ら
な
る
受
診
率
向
上
の
ツ
ー
ル
と
し
て
期
待
さ
れ
て

い
る
。
木
材
健
保
組
合
で
も
事
業
主
か
ら
自
社
の
従

業
員
の
健
康
状
況
の
「
見
え
る
化
」
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
新
た
な
取
組
み
と
し
て
、
そ
の
活
用
方
法
の

検
討
を
開
始
し
て
い
た
。
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
へ

の
対
応
や
、
今
年
秋
を
予
定
し
て
い
る
事
務
所
移
転

の
準
備
作
業
で
一
時
中
断
し
て
い
る
。

　

新
た
な
取
組
み
に
つ
い
て
は
、
近
い
将
来
に
は
健

保
組
合
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予

防
接
種
も
視
野
に
入
る
。
岩
﨑
常
務
理
事
は
、「
今
の

コ
ロ
ナ
禍
が
落
ち
着
い
て
く
れ
ば
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
の
よ
う
に
予
防
接
種
が
健
保
組
合
の
仕
事
に
な
る

の
で
は
な
い
か
」、「
コ
ロ
ナ
の
予
防
接
種
が
通
常
化

す
れ
ば
、
来
年
度
以
降
は
新
規
事
業
と
し
て
そ
の
補

助
金
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
…
」
と
述
べ
る
。

木
材
健
保
組
合
の
安
定
的
な
事
業
運
営
の
中
で
、
将

来
に
向
け
た
取
組
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。

前期納付金の算定と 
介護保険料の改善を

東京都木材産業健康保険組合
常務理事 岩

いわ
﨑
さき
 栄
えい
進
しん
 氏（談）

　健保組合の多岐にわたる事業を
円滑に運営するために職員を牽引
する心構えを尋ねると、「業務は自
然に流れるのがいいですね。職員
の“指導”というのではなく、健
康で楽しくやってくれればそれで

結構です」、「それぞれの課長もきちんと見ているし、皆一生
懸命にやっているので、私からは何も言うことはありませ
ん」と職員には全幅の信頼を寄せている。「ただ、仕事は厳
しいものだよ、とは伝えています」と静かに語る。
　健保組合を取り巻く制度については、「やはり前期納付金
の計算でしょう」と言い、「年によって大きく変動すること
があるので安定的な運営が難しくなる。皆が感じているのに
何故、改善されないのか…」と。もうひとつが介護保険料の
取り扱いで、「集めて納めるだけで健保組合としては何もで
きないのに、介護保険料率の引上げは健保組合がやっている
ように言われる…」と。
　健康法は「歩くことくらいですよ」と言うが、１日１万歩
はこなしている様子。朝は事務所の最寄り駅よりも２駅前で
降りて歩き、昼休みも、江戸時代からの貯木場の跡地にでき
たという「木場公園まで往復すると、結構歩けますよ」と楽
しそうに。歩くことで「10kgくらいの減量になった」との
ことで、「食生活も改善して昨年暮れの健診では数値もよく
なってきた、というよりも正常値に近づいてきた、というの
が正しい言い方…」と述べる。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

る
健
保
組
合
の
厳
し
い
現
状
を
訴
え
、

財
政
支
援
等
の
実
施
に
向
け
た
要
請
行

動
を
、
健
保
連
本
部
、
東
京
連
合
会
及

び
東
総
協
と
と
も
に
実
施
し
た
。

・
令
和
３
年
４
月
21
日
、
自
民
党
「
鴨

下
一
郎
衆
議
院
議
員
」
セ
ミ
ナ
ー

・
令
和
３
年
７
月
８
日
、
自
民
党
政
策

セ
ミ
ナ
ー

　

令
和
３
年
６
月
７
日
、
東
京
都
新
宿

区
の
東
貨
健
保
会
館
で
、
令
和
３
年
度

第
１
回
医
療
制
度
等
対
策
委
員
会
を
開

催
し
、
厚
生
労
働
省
保
険
局
保
険
課
へ

提
出
す
る
「
令
和
４
年
度
健
康
保
険
組

合
予
算
編
成
に
関
す
る
要
望
事
項
の
取

り
ま
と
め
」
に
つ
い
て
検
討
集
約
を
行

っ
た
。

　

取
り
ま
と
め
た
要
望
事
項
（
68
項

目
）
に
つ
い
て
は
、
６
月
29
日
に
厚
生

労
働
省
保
険
局
保
険
課
、
７
月
２
日
に

健
康
保
険
組
合
連
合
会
へ
そ
れ
ぞ
れ
提

出
し
た
（
４
〜
10
頁
参
照
）。

　

令
和
３
年
７
月
７
日
、
東
京
都
新
宿

区
の
東
貨
健
保
会
館
で
、
令
和
３
年
度

第
２
回
広
報
委
員
会
を
開
催
し
、
①

「
総
合
け
ん
ぽ
」
第
１
４
９
号
（
令
和
３

年
７
月
号
）
の
校
正
等
、
②
同
第
１
５

０
号
（
令
和
３
年
10
月
号
）
の
編
集
方

針
等
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

令
和
３
年
５
月
26
日
に
予
定
し
て
い

た
第
１
回
定
例
総
会
の
開
催
中
止
に
伴

い
、
議
案
の
可
否
つ
い
て
は
、
文
書
に

よ
る
審
議
と
し
た
。

　

文
書
審
議
の
結
果
、
議
案
の
①
令
和

２
年
度
事
業
報
告
及
び
収
入
支
出
決
算

案
、
②
同
決
算
監
査
報
告
、
③
同
決
算

残
金
処
分
案
、
④
令
和
３
年
度
事
業
計

画
及
び
収
入
支
出
予
算
案
に
つ
い
て
審

議
し
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ
れ
た

旨
を
文
書
で
報
告
し
た
。

　

令
和
３
年
６
月
24
日
、
千
代
田
区
の

ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
で
、
定
期
総
会

を
開
催
し
、
69
組
合
82
名
が
出
席
し
た
。

　

総
会
の
冒
頭
、
森
田
会
長
が
健
保
組

合
を
巡
る
情
勢
等
を
含
め
て
挨
拶
を
行

っ
た
後
、
令
和
２
年
度
の
事
業
報
告
及

び
収
入
支
出
決
算
な
ど
に
つ
い
て
審
議

し
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
し
た
。
次

に
、
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
の
改
選
を

行
い
、
新
役
員
を
承
認
し
た
。

　

ま
た
、
来
賓
の
関
東
信
越
厚
生
局
の

池
田
千
絵
子
局
長
、
全
国
総
合
健
康
保

険
組
合
協
議
会
の
後
藤
利
美
専
務
理
事
、

健
康
保
険
組
合
連
合
会
東
京
連
合
会
の

米
川
孝
会
長
ら
が
挨
拶
し
た
。

　

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
の
改
選
の
結

果
、
会
長
・
副
会
長
は
次
の
と
お
り
決

定
し
た
。

〈
新
役
員
〉

▽
会
長
＝
森
田
章
（
東
京
都
電
機
・
専

務
理
事
）

▽
副
会
長
＝
栗
田
修
（
産
業
機
械
・
専

務
理
事
）、
黒
田
詠
一
（
東
京
薬
業
・
常

務
理
事
）

　

令
和
３
年
５
月
10
日
、
横
浜
市
中
区

の
神
奈
川
県
電
設
健
保
組
合
で
役
員
会

を
開
催
し
、
９
名
が
出
席
し
た
。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


日時　令和３年９月22日（水）
　　　13時30分～
場所　明治記念館
　　　東京都港区元赤坂２－２－23
議題　○令和２年度事業報告及び収入支出決算報告
　　　○その他
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令
和
３
年
５
月
21
日
に
予
定
し
て
い

た
理
事
・
監
事
会
の
開
催
中
止
に
伴
い
、

文
書
に
よ
る
審
議
と
し
た
。

　

文
書
審
議
の
結
果
、
議
案
の
①
令
和

２
年
度
事
業
実
施
結
果
報
告
案
、
②
同

収
入
支
出
決
算
案
、
③
同
決
算
残
金
処

分
案
、
④
年
間
行
事
の
運
営
担
当
案
、

⑤
定
例
総
会
の
招
集
並
び
に
提
出
す
る

議
案
に
つ
い
て
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ

れ
た
旨
を
文
書
で
報
告
し
た
。

　

令
和
３
年
６
月
25
日
、
名
古
屋
市
中

村
区
の
名
鉄
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
定
例

総
会
を
開
催
し
、
34
組
合
36
名
が
出
席

し
た
。

　

来
賓
と
し
て
、
全
国
総
合
健
康
保
険

組
合
協
議
会
の
後
藤
利
美
専
務
理
事
を

お
迎
え
し
て
ご
挨
拶
を
い
た
だ
い
た
。

　

会
議
で
は
、
議
案
の
①
令
和
２
年
度

事
業
実
施
結
果
報
告
案
、
②
同
収
入
支

出
決
算
案
、
③
同
決
算
残
金
処
分
案
、

④
年
間
行
事
の
運
営
担
当
案
に
つ
い
て

審
議
し
、
原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

　

ま
た
総
会
後
に
は
、
健
康
保
険
組
合

連
合
会
の
古
川
知
史
氏
を
お
招
き
し
、

「
健
康
保
険
法
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
」

「
事
業
所
向
け
健
康
ス
コ
ア
リ
ン
グ
レ

木
内
副
委
員
長
が
令
和
２
年
度
事
業
結

果
と
決
算
を
報
告
し
了
承
し
た
。

　

令
和
３
年
度
事
業
計
画
と
予
算
に
つ

い
て
は
前
年
度
と
同
様
な
計
画
で
あ
る

こ
と
を
報
告
し
、
当
面
の
業
務
問
題
に

つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

令
和
３
年
６
月
８
日
、
大
阪
市
西
区

の
山
文
ビ
ル
で
福
利
厚
生
委
員
会
を
開

催
し
、
16
組
合
17
名
が
出
席
し
た
。

　

木
匠
委
員
長
と
近
藤
副
委
員
長
が
、

令
和
２
年
度
事
業
結
果
と
決
算
を
報
告

し
了
承
し
た
。

　

令
和
３
年
度
の
行
事
計
画
に
つ
い
て

は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
実
施
時
期
・
内

容
等
を
工
夫
し
、
職
員
研
修
等
に
つ
い

て
計
画
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

そ
の
後
、
谷
会
長
が
医
療
保
険
を
取

巻
く
情
勢
等
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

　

令
和
３
年
６
月
15
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
鉄
鋼
会
館
で
理
事
・
監
事
会
を
開

催
し
、
理
事
監
事
19
名
が
出
席
し
た
。

　

令
和
２
年
度
事
業
報
告
案
・
同
収
入

支
出
決
算
案
等
を
了
承
し
、
任
期
満
了

に
伴
う
役
員
改
選
に
つ
い
て
は
、
各
地

区
よ
り
選
出
さ
れ
た
候
補
者
を
了
承
し
、

総
会
に
諮
る
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
各
種
委
員
会
所
属
は
総
会
に

て
報
告
の
う
え
、
各
委
員
長
等
は
各
種

委
員
会
開
催
時
に
決
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

ポ
ー
ト
の
動
向
に
つ
い
て
」
と
題
し
て

講
演
会
を
行
っ
た
。

　

令
和
３
年
４
月
16
日
に
予
定
し
て
い

た
委
員
会
の
開
催
中
止
に
伴
い
、
広
報

誌
「
き
ず
な
」
１
３
３
号
の
校
正
と
、

次
号
の
編
集
企
画
及
び
原
稿
の
分
担
等

に
つ
い
て
、
正
副
委
員
長
で
検
討
し
た
。

　

令
和
３
年
５
月
14
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
大
阪
織
物
商
健
保
組
合
で
医
療
制

度
対
策
委
員
会
を
開
催
し
、
12
組
合
13

名
が
出
席
し
た
。

　

稲
田
委
員
長
が
議
題
の
「
令
和
４
年

度
予
算
編
成
に
か
か
る
厚
労
省
へ
の
要

望
・
意
見
に
つ
い
て
」
各
健
保
組
合
か

ら
の
要
望
内
容
等
を
説
明
し
、
委
員
会

に
て
検
討
し
た
。
取
り
ま
と
め
ら
れ
た

要
望
事
項
は
、
近
総
協
の
要
望
事
項
と

し
て
全
総
協
へ
提
出
し
た
。

　

そ
の
後
、
谷
会
長
が
医
療
保
険
を
取

巻
く
情
勢
等
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

　

令
和
３
年
５
月
20
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
大
阪
で
業
務
対
策

委
員
会
を
開
催
し
、
16
組
合
17
名
が
出

席
し
た
。

　

谷
会
長
の
挨
拶
後
、
楠
木
委
員
長
と

　

冒
頭
、
安
藤
会
長
の
挨
拶
の
後
、
議

題
の
定
例
総
会
の
会
期
並
び
に
提
出
議

案
と
し
て
①
令
和
２
年
度
事
業
報
告
及

び
収
入
支
出
決
算
案
、
②
同
収
入
支
出

決
算
残
金
処
分
案
の
内
容
を
審
議
し
、

原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

　

令
和
３
年
６
月
18
日
に
予
定
し
て
い

た
定
例
総
会
の
開
催
中
止
に
伴
い
、
議

案
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
文
書
に
よ
る

審
議
と
し
た
。

　

文
書
審
議
の
結
果
、
議
案
の
①
令
和

２
年
度
事
業
報
告
及
び
収
入
支
出
決
算

案
承
認
の
件
、
②
同
収
入
支
出
決
算
残

金
処
分
案
承
認
の
件
に
つ
い
て
、
原
案

ど
お
り
可
決
さ
れ
た
旨
を
文
書
で
報
告

し
た
。

　

令
和
３
年
７
月
６
日
、
横
浜
市
西
区

の
ホ
テ
ル
横
浜
キ
ャ
メ
ロ
ッ
ト
ジ
ャ
パ

ン
に
お
い
て
、
保
健
事
業
研
修
会
を
開

催
し
、
８
組
合
13
名
が
出
席
し
た
。
併

せ
て
Ｗ
ｅ
ｂ
に
よ
り
ラ
イ
ブ
配
信
を
行

っ
た
。

　

当
日
は
全
国
健
康
保
険
協
会
神
奈
川

支
部
・
岸
和
弘
保
健
グ
ル
ー
プ
長
及
び

瀬
義
明
主
任
を
講
師
に
迎
え
、「
協
会

け
ん
ぽ
に
お
け
る
保
健
事
業
全
般
の
取

り
組
み
状
況
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
講

演
を
行
っ
た
。
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令
和
３
年
６
月
21
日
、
大
阪
市
北
区

の
ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
大
阪
で
定
時
総
会

を
開
催
し
、
会
員
組
合
62
組
合
の
う
ち

56
組
合
67
名
が
出
席
し
た
。

　

来
賓
と
し
て
近
畿
厚
生
局
の
山
本
道

寛
保
険
課
長
、
日
本
年
金
機
構
大
手
前

年
金
事
務
所
の
吉
原
宏
泰
所
長
、
健
康

保
険
組
合
連
合
会
大
阪
連
合
会
の
川
隅

正
尋
専
務
理
事
、
全
国
総
合
健
康
保
険

組
合
協
議
会
の
後
藤
利
美
専
務
理
事
ら

を
お
迎
え
し
、
情
勢
報
告
を
兼
ね
た
祝

辞
を
い
た
だ
い
た
。

　

開
催
に
当
た
り
谷
会
長
は
、「
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
り
健
康
保
険
組
合
を
取
り
巻

く
諸
情
勢
は
一
層
厳
し
さ
を
増
し
て
お

り
、
目
前
に
迫
っ
て
い
る
２
０
２
２
年

危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
も
、
本
年

は
重
要
な
取
組
み
の
年
と
な
る
。
一
体

感
を
も
っ
て
こ
の
難
局
を
乗
り
切
れ
る

よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
る
」
と
決
意
を

述
べ
挨
拶
と
し
た
。

　

総
会
で
は
、
令
和
２
年
度
事
業
報
告

案
・
同
収
入
支
出
決
算
案
等
を
審
議
し
、

原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。
次
に
、
任
期

満
了
に
伴
う
役
員
の
改
選
を
行
い
、
新

役
員
を
承
認
し
た
。

〈
新
役
員
〉

▽
会
長
＝
青
島
和
宏
（
大
阪
薬
業
・
専

務
理
事
）

▽
副
会
長
＝
石
田
正
雄
（
大
阪
鉄
商
・

常
務
理
事
）、
堀
田
能
成
（
大
阪
菓
子
・

常
務
理
事
）、
宗
和
恭
志
（
尼
崎
機
械
金

属
・
常
務
理
事
）、
木
場
裕
史
（
滋
賀
県

自
動
車
・
常
務
理
事
）

　

令
和
３
年
６
月
17
日
に
予
定
し
て
い

た
第
36
回
定
例
総
会
の
開
催
中
止
に
伴

い
、
議
案
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
文
書

に
よ
る
審
議
と
し
た
。

　

文
書
審
議
の
結
果
、
議
案
の
①
令
和

２
年
度
事
業
報
告
案
、
②
同
収
入
支
出

決
算
案
、
③
中
国
地
区
協
議
会
会
長
組

合
の
あ
り
方
案
に
つ
い
て
審
議
し
、
原

案
ど
お
り
可
決
承
認
さ
れ
た
旨
を
文
書

で
報
告
し
た
。

　

令
和
３
年
４
月
21
日
に
予
定
し
て
い

た
定
時
総
会
の
開
催
中
止
に
伴
い
、
議

案
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
文
書
に
よ
る

審
議
と
し
た
。

　

文
書
審
議
の
結
果
、
議
案
の
①
令
和

２
年
度
事
業
報
告
及
び
収
支
決
算
案
、

②
令
和
３
年
度
会
費
徴
収
案
、
③
同
事

業
計
画
及
び
収
支
予
算
案
に
つ
い
て
、

原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
旨
を
文
書
で

報
告
し
た
。
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久く

留る

女め

木ぎ

の
棚
田
（
静
岡
県
浜
松
市
）

　

夏
の
日
に
き
ら
め
き
、
風
に
そ
よ
ぐ
稲
。

せ
せ
ら
ぎ
の
音
も
心
地
よ
く
、
棚
田
は
日
本

の
原
風
景
で
す
。

　

表
紙
の
久
留
女
木
の
棚
田
は
、
浜
名
湖
の

北
側
、
浜
松
市
北
区
引い

な

佐さ

町ち
ょ
う

の
山
間
部
に
あ

り
ま
す
。
新
東
名
高
速
道
路
の
浜
松
い
な
さ

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
車
で
約
10
分
と
、

比
較
的
訪
れ
や
す
い
立
地
で
す
。

　

総
面
積
は
約
８
ha
。
そ
の
中

に
８
０
０
枚
ほ
ど
の
田
ん
ぼ
が

あ
り
、
県
内
屈
指
の
規
模
を
誇

る
棚
田
と
し
て
「
日
本
の
棚
田

百
選
」
や
「
静
岡
県
景
観
賞
」

「
浜
松
市
認
定
文
化
財
」
に
も

認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
河
ド
ラ
マ
「
お
ん
な
城
主 

直
虎
」
で
脚
光

　

久
留
女
木
の
棚
田
は
、
２
０

１
７
年
に
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
『
お
ん
な
城
主 

直
虎
』
の
撮
影

地
に
な
っ
た
こ
と
で
一
躍
脚
光
を
浴
び
ま
し

た
。

　

こ
こ
久
留
女
木
に
は
「
竜り

ゅ
う

宮ぐ
う

小こ

僧ぞ
う

伝
説
」

が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。
竜
宮
小
僧
は
、

困
っ
て
い
る
人
に
は
誰
に
で
も
手
を
差
し
伸

べ
、
自
ら
は
名
乗
る
こ
と
な
く
、
見
返
り
も

求
め
ず
、
死
ん
だ
後
も
棚
田
の
水
源
と
な
っ

て
地
域
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
る

と
い
い
ま
す
。
ド
ラ
マ
で
は
主
人
公
の
井
伊

直
虎
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
存

在
と
し
て
描
か
れ
、
今
で
も
大
河
ド
ラ
マ
フ

ァ
ン
や
歴
史
愛
好
家
が
数
多
く
訪
れ
ま
す
。

久
留
女
木
竜
宮
小
僧
の
会
の
挑
戦

　

近
年
、
過
疎
化
や
高
齢
化
が
進
み
、
農
業

機
械
の
導
入
に
よ
る
効
率
化
も
難
し
い
こ
と

か
ら
、
全
国
の
棚
田
の
多
く
が
存
続
の
危
機

に
陥
っ
て
い
ま
す
。
久
留
女
木
の
棚
田
も
、

一
時
、
三
分
の
二
ほ
ど
が
耕
作
放
棄
地
と
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
地
元
農
家
８
軒
を

中
心
に
、
８
人
の
地
区
外
の
協
力
者
や
大
学

生
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
「
久
留
女
木
竜
宮
小
僧

の
会
」
を
作
っ
て
耕
作
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
「
久
留
女
木
竜
宮
小
僧
の
会
」
で
は
「
自
分

が
食
べ
る
も
の
だ
か
ら
自
分
で
作
る
」
を
合

言
葉
に
、
県
や
Ｊ
Ａ
の
協
力
を
得
て
、
土
壌

分
析
や
食
味
分
析
を
基
に
し
た
、
安
全
・
安

心
で
美
味
し
い
お
米
づ
く
り
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
棚
田
の
耕
作
は
手
作
業
が
多
く
大
変

で
す
が
、
次
の
世
代
に
棚
田
を
引
き
継
ご
う

と
、
棚
田
の
維
持
保
全
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。

こどもたちも参加した田植え体験会

棚田の全景（2020年10月）
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新型コロナ
予防ライフ

ウィズコロナ
ヘルシーライフ
デザインブック

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 180 円＋税

体裁：Ａ４判　総 24 頁
定価：本体 480 円＋税
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「データヘルス計画」に基づいたプログラム

法研のデータヘルスプログラム

個人向け情報提供をサポートします

マイヘルスウェブ

健診受診者ひとりひとりに合わせた、オンリーワンの健康情報誌

マイヘルスレポート

健康づくりキャンペーンの実施をお手伝い

マイヘルスアップキャンペーン

健診・保健指導義務化への対応に

法研 特定保健指導プログラム

特定保健指導対象外の高リスク者にも確実にアプローチ

重症化予防事業

長年培ってきたノウハウで医療費低減化をサポート
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マイストレスチェック

保健事業の推進と業務の効率化に

保健事業支援システム

ジェネリック医薬品の使用を促進します

ジェネリック医薬品差額通知（GE-Report）

保険給付適正化をサポート

被扶養者資格調査事業

入庫から保管までレセプトに関する業務を代行します

レセプト管理・分析システム

正確かつ高品質のデータ作成が可能に

健診結果データ化サービス
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